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議案第２１号  

羽生市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の

一部を改正する条例  

羽生市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（平成７年条例

第７号）の一部を次のように改正する｡  

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては

「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

（１）  改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するとき

は、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。  

（２）  改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。  

（３）  改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改  正  後  改  正  前  

（ 正規の 勤務時 間以 外の時 間にお

ける勤務）  

（ 正規の 勤務時 間以 外の時 間にお

ける勤務）  

第８条  （略）  第８条  （略）  

２  （略）  ２  （略）  

３  前項に規定するもののほか、同

項 に規定 する正 規の 勤務時 間以外

の 時間に おける 勤務 に関し 必要な

事項は、規則で定める。  

 

（特別休暇）  （特別休暇）  

第１４条  （略）  第１４条  （略）  

２  職員は、次の各号に掲げる場合

に 、それ ぞれの 場合 につい て定め

る 期間、 特別休 暇を 受ける ことが

できる。  

２  職員は、次の各号に掲げる場合

に 、それ ぞれの 場合 につい て定め

る 期間、 特別休 暇を 受ける ことが

できる。  

（１）～（１５）  （略）  （１）～（１５）  （略）  

（ １６）  次条 第１ 項 に規 定する

要 介 護 者 （ 以 下 こ の 号 に お い て

「 要 介 護 者 」 と い う 。 ） の 介 護

そ の 他 の 規 則 で 定 め る 世 話 を 行

う 職 員 が 、 当 該 世 話 を 行 う た め

勤 務 し な い こ と が 相 当 で あ る と

認 め ら れ る 場 合  １ の 年 に お い

（ １６）  第１ ５条 第１項 に規定

す る 要 介 護 者 （ 以 下 こ の 号 に お

い て 「 要 介 護 者 」 と い う 。 ） の

介 護 そ の 他 の 規 則 で 定 め る 世 話

を 行 う 職 員 が 、 当 該 世 話 を 行 う

た め 勤 務 し な い こ と が 相 当 で あ

る と 認 め ら れ る 場 合  １ の 年 に
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て ５ 日 （ 要 介 護 者 が ２ 人 以 上 の

場 合 に あ っ て は 、 １ ０ 日 ） の 範

囲内の期間  

お い て ５ 日 （ 要 介 護 者 が ２ 人 以

上 の 場 合 に あ っ て は 、 １ ０ 日 ）

の範囲内の期間  

（１７）～（２１）  （略）  （１７）～（２１）  （略）  

３～５  （略）  ３～５  （略）  

  

   附  則  

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。  

平成３１年３月２０日提出  

埼玉県羽生市長  河  田  晃  明    

 


